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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に第１の金属配線層を形成する工程と、
　前記第１の金属配線層上に層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記層間絶縁膜内に開口部を形成する工程と、
　前記開口部内に前記第１金属配線層と接触するように前記容量絶縁膜形成し、さらに第
２の金属配線層を形成する工程とを有し、
　前記開口部を形成する工程は、前記第１の金属配線層上に位置する前記層間絶縁膜の所
望の領域を、前記第１の金属配線層が露出しないように前記層間絶縁膜の表面から第１の
厚さまで穿孔して薄い膜厚を有する該層間絶縁膜が残存するように第１の開口部を形成す
る工程と、前記第１の開口部の内側に、前記第１の金属配線層に到達するように第２の厚
さを有する前記薄い膜厚を穿孔して第２の開口部を形成する工程とからなり、
　前記第２の厚さが前記第１の厚さより薄いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記開口部は、平面的な開口部形状が異なる少なくとも２種類の開口部が上下方向に重
なってなり、
　前記第２の開口部は、前記第１の金属配線層上に開口部を有し、
　前記第１の開口部は、前記第２の開口部の上方に位置し、かつ、第２の開口部を内包す
るように形成されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
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　前記第２の厚さが、前記第１の金属配線層の上面と前記開口部周辺の前記層間絶縁膜上
に形成された前記第２の金属配線層の底面との間に位置する前記層間絶縁膜の膜厚よりも
薄いことを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第２の厚さが５０ｎｍ以上であり、３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　半導体基板上に第１の金属配線層を形成する工程と、
　前記第１の金属配線層上に層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の金属配線層が露出するように前記層間絶縁膜に第１の開口部を形成する工程
と、
　前記第１の開口部および前記層間絶縁膜上にスペーサ膜を形成する工程と、
　前記第１の開口部の内側に前記第１の金属配線層が露出するように前記スペーサ膜に第
２の開口部を形成する工程と、
　前記第１の開口部および前記第２の開口部上に前記第１の金属配線層に接するように容
量絶縁膜を形成する工程と、
　前記容量絶縁膜を含む領域上に第２の金属配線層を形成する工程とを有し、
　前記スペーサ膜の膜厚は、前記層間絶縁膜の膜厚より薄いことを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項６】
　前記スペーサ膜の膜厚が、５０ｎｍ以上、３００ｎｍ以下であることを特徴とする請求
項５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記容量絶縁膜は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ハフニウム、酸
化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン、酸化アルミニウム、ＰＺＴ、ＳＴＯおよび
ＢＳＴから選ばれる絶縁膜を主たる成分とすることを特徴とする請求項１又は５に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の金属配線層および第２の金属配線層は、タングステン、チタン、タンタル、
タングステン、モリブデン、及びその窒化物、または、銅、または、アルミ及びその合金
から選ばれる金属を主たる成分とすることを特徴とする請求項１、又は５に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項９】
　前記スペーサ膜は、酸化シリコン、窒化シリコン、炭化シリコン、酸化アルミニウム、
窒化アルミニウム、窒化ボロン、有機膜、有機含有酸化シリコン膜から選ばれる絶縁膜を
主たる成分とすることを特徴とする請求項５、又は６に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高性能な容量素子を有する半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アナログ信号を取り扱うＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）においては、
容量素子、抵抗素子、インダクタ素子等の受動素子が集積回路の重要な構成要素となる。
従来、これら受動素子はＩＣチップの中に作りこむのが困難であったため、実装基板上に
外付け部品として搭載されてきた。しかしながら、近年、システムの高速化、省スペース
化へのニーズが強いため、これら受動素子をＩＣチップ内部へ取り込む試みが盛んになさ
れている。
【０００３】
　ＩＣチップ内で容量素子を形成する手法として最近注目を集めているのが、絶縁膜の上
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下を金属電極で挟んだＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ－Ｍｅｔａｌ）キャパシ
タである。上下電極をシート抵抗の低い金属配線で形成可能なため、寄生抵抗が小さく、
また、多層配線層に形成可能なことから寄生容量が小さく、高周波動作に好適な特徴を有
している。しかしながらこれまで容量絶縁膜として、比誘電率３．９の酸化シリコンや比
誘電率７．０の窒化シリコンがおもに使われてきたことから、大容量のキャパシタを形成
する場合には、大面積が必要となり、チップ面積が増大し、チップ炭化が増大するという
問題を抱えていた。この問題を解決できる方法として、ｈｉｇｈ－ｋ膜（高誘電率絶縁膜
）を用いたＭＩＭキャパシタが近年、注目されている。
【０００４】
　ｈｉｇｈ－ｋ膜を用いたＭＩＭキャパシタが有する特徴と課題を図２に示した特許文献
１に記載の従来例を用いて説明する。
【０００５】
　図２に示すように、半導体素子が形成された基板上に、テトラエトキシシランを原料と
するプラズマＣＶＤ法を用いて酸化シリコンからなる第一の層間絶縁膜３００を形成した
後、第一の層間絶縁膜３００に開口部を設け、この開口部をタングステンからなる導電性
プラグ２５０で充填した。次にテトラエトキシシランを原料とするプラズマＣＶＤ法を用
いて膜厚１μｍの酸化シリコンからなる第二の層間絶縁膜３０１を形成した後、所望の領
域に開口部を形成し、導電性プラグ２５０を露出させた。次に、膜厚５０ｎｍの窒化チタ
ンを形成した後、リソグラフィー法とドライエッチ法を用いて第二の層間絶縁膜３０１に
設けた開口部の内側の領域にのみ窒化チタンからなる下部電極２００を残した。次に、Ａ
ＬＤ法（原子層堆積法）を用いて膜厚２０ｎｍのＨｆＡｌＯ膜（アルミニウムを含んだ酸
化ハフニウム膜）からなる第一の容量膜４００を形成した後、膜厚５０ｎｍの窒化チタン
膜を形成し、リソグラフィー法、ドライエッチ法により第二の層間絶縁膜３０１に設けた
開口部を覆うように上部電極２０１を形成した。以上の工程により、下部電極２００、第
一の容量膜４００、上部電極２０１から構成されるＭＩＭキャパシタを形成することが可
能となる。以下では、上記の工程に準じて形成されたＭＩＭキャパシタを従来例１と呼ぶ
ことにする（特許文献１参照）。
【０００６】
　従来例１にもとづくＭＩＭキャパシタは、容量膜として比誘電率２０程度のＨｆＡｌＯ
膜を用いているため、大容量のキャパシタを小面積で形成することが可能であり、酸化シ
リコンや窒化シリコンを容量膜として用いたＭＩＭキャパシタが持つ課題を解決すること
が可能となる。
【０００７】
　しかしながら、このように構成されたＭＩＭキャパシタには小さな容量を高精度で形成
し難いという欠点がある。
【０００８】
　この課題を解決するための方法として、容量精度が必要なキャパシタには低い容量密度
の容量膜を使う方法が提案されている。容量密度が低ければ、加工ばらつきによる容量ば
らつきは低く抑えることが可能となるため、小さな寸法のキャパシタであってもばらつき
小さく高精度に形成することが可能となる。このようなＭＩＭキャパシタ形成工程の従来
例を、図３を用いて説明する（特許文献２参照）。
【０００９】
　図３に示すように、半導体素子が形成された基板上に、テトラエトキシシランを原料と
するプラズマＣＶＤ法を用いて第一の層間絶縁膜３００を形成した後、膜厚５０ｎｍの窒
化チタン、膜厚２０ｎｍの窒化シリコンを形成した後、リソグラフィー法とドライエッチ
法を用い、所望の領域にのみ膜厚２０ｎｍの窒化シリコンからな第一の加工された容量膜
４０１を形成した。次に、膜厚２０ｎｍのＨｆＡｌＯ、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを順次
形成した後、リソグラフィー法とドライエッチ法を組み合わせることで、窒化チタンから
なる第一の下部電極２０２、第二の下部電極２０３、窒化シリコンからなる第一の加工さ
れた容量膜４０１、ＨｆＡｌＯからなる第二の加工された容量膜４０２、加工された第三
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の容量膜４０３、窒化チタンからなる第一の上部電極２０４、第二の上部電極２０５を形
成した。次にプラズマＣＶＤ法を用いた膜厚１μｍの酸化シリコンからなる第二の層間絶
縁膜３０１形成、化学的機械研磨法による平坦化を行った後、第二の層間絶縁膜３０１に
第一の上部電極２０４と第二の上部電極２０５が露出するように開口部を設けた後、この
開口部を充填するように、スパッタ法とＣＶＤ法を用いてタングステン膜を形成し、化学
的機械研磨を用いて開口部以外の領域のタングステン膜を除去し、第一の導電性プラグ２
５１、第二の導電性プラグ２５２を形成した。次にスパッタ法で膜厚５００ｎｍのアルミ
ニウム膜形成を行い、リソグラフィー法とドライエッチ法を用いて、第一の導電性プラグ
に接続された金属配線２０６、第二導電性プラグに接続された金属配線２０７を形成した
。以上の工程により、第一の下部電極２０２、第一の加工された容量膜４０１、加工され
た第三の容量膜４０３、第一の上部電極２０４から構成されるＭＩＭキャパシタ（Ａ型と
呼ぶ）と、第二の下部電極２０３、第二の加工された容量膜４０２、第二の上部電極２０
５から構成されるＭＩＭキャパシタ（Ｂ型と呼ぶ）とを備える半導体装置を形成すること
ができる。以下では、上記の工程に準じて形成されたＭＩＭキャパシタを従来例２と呼ぶ
ことにする（特許文献２参照）。
【００１０】
　従来例２に基づくＭＩＭキャパシタでは、上部電極や下部電極の加工ばらつきが容量ば
らつきを生じるという点では従来例１と同じであるが、従来例２に基づけば容量密度の異
なるキャパシタを同時に形成可能であるので、大容量のキャパシタには容量密度の高い型
のキャパシタ（Ｂ型キャパシタ）を用い、小面積で容量ばらつきを抑えたいときには容量
精度の高い型のキャパシタ（Ａ型キャパシタ）を用いることで、高い容量密度と高い容量
精度とを同時に満たすことが可能となる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００４－２１４３０４号公報
【特許文献２】特開２００４－１５２７９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述したように、従来例１の手法で構成されたＭＩＭキャパシタでは、小さな容量を高
精度で形成しにくいという欠点がある。上記手法を用いた場合、従来と比較して数倍の容
量密度（単位面積あたりの容量値）となるため、第二の層間絶縁膜３０１に設けた開口部
の形状ばらつきによって生じる容量ばらつきは、従来と比べて数倍になってしまい、容量
の小さな、つまり、寸法の小さなキャパシタを高精度に形成することが困難という問題が
ある。
【００１３】
　さらに、従来例２の手法で形成したＭＩＭキャパシタでは、最初に形成された容量膜が
ドライエッチやアッシングのプラズマにさらされるため耐圧の低下やリーク電流の増大と
いった信頼度低下の問題を抱えている。つまり、この手法に基づけば、所望の領域にのみ
容量膜を残すためには、容量膜表面が露出した状態でのリソグラフィー、ドライエッチ、
レジストアッシングを行う必要があり、信頼度低下の問題がある。
【００１４】
　そこで、本願発明の目的は、高い容量密度と高い容量精度を両立したＭＩＭキャパシタ
を形成する際の信頼度を向上する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題は、下層配線を被覆するように層間絶縁膜を形成し、該層間絶縁膜の接続孔に
相当する領域に開口部を形成し、該開口部を被覆するように容量膜、上層配線を形成する
ことでＭＩＭキャパシタを形成する際に、該開口部を形成する工程において、少なくとも
２回のリソグラフィーを行うことによって達成される。
【００１６】
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　上記課題は、下層配線上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する領域に開口部を形成する際
に、該下層配線表面が露出しないように第一の開口部を形成し、次に、下層配線表面が露
出するように第一の開口部内に第二の開口部を形成した後、容量膜、上層配線を形成する
ことによって達成される。
【００１７】
　上記課題は、下層配線上に開口部を有するエッチ停止層を形成し、層間絶縁膜を形成し
、該層間絶縁膜の接続孔層に該エッチ停止層に設けた開口部を内包するように開口部を形
成し、該開口部を通して下層配線表面を露出させた後、容量膜、上層配線を形成すること
によって達成される。
【００１８】
　上記課題は、下層配線上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する領域に開口部を設けて下層
配線表面を露出させ、露出した下層配線表面にスペーサ膜を形成し、該層間絶縁膜に設け
た開口部内部のスペーサ膜に開口部を設け下層配線表面を露出させた後、容量膜、上層配
線を形成することによって達成される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ＭＩＭキャパシタ形成に高容量密度の容量膜を適用した場合であって
も、小面積キャパシタの容量精度を高く保つことが可能となる。また、耐圧低下やリーク
電流増大などの信頼度低下を抑制することが可能であるため、高い信頼度を有し、ＩＣチ
ップサイズの縮小が可能なＭＩＭキャパシタを有する半導体装置を得ることが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を用いて本発明の実施例について説明する。なお、各図面は模式的に描いて
おり、説明に不用な箇所は省略している。
【００２１】
　＜実施例１＞
　図４および図５は本発明の実施例１に基づく半導体装置の製造工程を示す断面図である
。以下順を追って説明する。
【００２２】
　半導体素子が形成された基板１００上に、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍの窒化チタ
ン、膜厚４００ｎｍのアルミニウム、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成した後、リソグラ
フィー法とドライエッチ法を用いて第一のバリアメタル層２０８、第一のアルミニウム層
２０９、第二のバリアメタル層２１０からなる第一の金属配線７００、第三のバリアメタ
ル層２１１、第二のアルミニウム層２１２、第四のバリアメタル層２１３からなる第二の
金属配線７０１を形成した。次に、プラズマＣＶＤ法を用いて膜厚２μｍの酸化シリコン
膜を形成し、第一の層間絶縁膜３００とした。次に、この第一の層間絶縁膜の平坦度を化
学的機械研磨法を用いて向上した後、リソグラフィー法とドライエッチ法を用いて、第一
の層間絶縁膜３００の少なくともＭＩＭキャパシタを形成したい領域に開口部を形成した
。この際、第一の層間絶縁膜３００に設けた第一の開口部５００、第二の開口部５０１の
平面形状は辺長１．２μｍの正方形、開口部深さは１μｍとし、第一の金属配線７００、
第二の金属配線７０１の上面と各開口部の底部の間に残る酸化シリコンの厚みを１００ｎ
ｍとした（図４（ａ））。
【００２３】
　次に、リソグラフィー法を用いて第一の開口部５００、第二の開口部５０１に開口部を
有する感光性有機膜からなる第一の加工レジスト６００を形成した。次にドライエッチ法
を用いて第一の層間絶縁膜３００を加工し、第一の金属配線７００、第二の金属配線７０
１の上面を露出させ、第一の開口部５００内部に形成された第三の開口部５０２、第二の
開口部５０１内部に形成された第四の開口部５０３を形成した。ここで、第三の開口部５
０２の平面形状は辺長１μｍの正方形であり、第一の開口部５００内部に完全に内包され
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る形で形成した。ここで、第一の開口部５００の辺長が第三の開口部５０２の辺長より長
いため、第一の開口部５００の底面付近では第一の層間絶縁膜３００に段差が生じる。こ
の工程で生じた第一の開口部５００内部の段差の高さを段差高さと呼ぶ。第一の金属配線
７００上面と第一の開口部５００の間の高低差は１００ｎｍであるので、この例では段差
高さは１００ｎｍとなる（図４（ｂ））。
【００２４】
　次に、図５（ａ）に示すように、第一の加工レジスト６００を除去した後、ＡＬＤ法で
形成した膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムからなる容量膜４０４、ＣＶＤ法で形成した膜厚
５０ｎｍの窒化チタンからなる上部電極膜２１４を順次形成した。その後、リソグラフィ
ー法を用いてキャパシタとして作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる
第二の加工レジスト６０１を形成した。
【００２５】
　次に、第二の加工レジスト６０１をエッチングマスクに、不要な部分の上部電極膜２１
４、容量膜４０４を除去し、加工された上部電極２１５、加工された容量膜４０５を形成
した後、第二の加工レジスト６０１を除去した。次に、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍ
の窒化チタンからなる第一のバリアメタル膜２１６、膜厚４００ｎｍのアルミニウムから
なる第一のアルミニウム膜２１７、膜厚５０ｎｍの窒化チタンからなる第二のバリアメタ
ル膜２１８を形成し、リソグラフィー法を用いて配線として残したい部分を覆うように感
光性有機膜からなる第三の加工レジスト６０２、第四の加工レジスト６０３を形成した（
図５（ｂ））。
【００２６】
　次にこの第三、第四の加工レジストを加工マスクにドライエッチを行うことで、図１に
示したような、第一の金属配線７００、加工された容量膜４０５、加工された上部電極２
１５、第三の金属配線７０２から構成されるＭＩＭキャパシタと第二の金属配線７０１と
第四の金属配線７０３から構成される多層配線とを有する半導体装置を形成することが可
能となる。
【００２７】
　上記の工程で形成したＭＩＭキャパシタの平面レイアウト図を図６に示す。図１、図４
、図５に示した断面図は図６中のＡ－Ａ'間の断面である。図６に示したレイアウト図に
おいて、第一の金属配線７５０、ＭＩＭキャパシタの容量膜７５４、第三の金属配線７５
２によってＭＩＭキャパシタが構成される。ただし、実際に容量として機能するのは、第
三の開口部７５７で示された領域内部のみである。ここでは第三の開口部７５７の辺長（
図６中のＬ）は１μｍであるので、キャパシタ面積は１平方マイクロメートルである。ま
たＭＩＭキャパシタに隣接して、第二の金属配線７５１、第二の開口部７５６、第四の開
口部７５８、第四の金属配線７５３で構成される配線が敷設してある。
【００２８】
　この実施例１では、第三の開口部の辺長（図６中のＬ）、段差高さ（図１中のｈ）を変
えた構造を幾つか作成した。比較のため、従来例１および従来例２に示されている工程を
用いた構造も作製した。実施例１、従来例１、従来例２のＢ型のキャパシタでは、平坦部
分における容量密度が１平方マイクロメートルあたり１２ｆＦ程度となるように設計した
。また、従来例２のＡ型キャパシタでは、容量密度が１平方マイクロメートルあたり２ｆ
Ｆとなるように設計した。
【００２９】
　このようにして形成した半導体装置のＭＩＭキャパシタの性能を調べた。図７はこの実
施例１と従来例１の性能を比較した結果である。従来例１ではＭＩＭキャパシタの容量ば
らつきが大きく、特にキャパシタ開口部の辺長Ｌを短くすると、容量値ばらつきが急増す
るため、小容量のキャパシタを高精度で形成することが困難である。一方、本発明の実施
例１に従えば、容量ばらつきを小さく抑えることが可能となり、さらに、キャパシタ辺長
が短くなってもばらつきを小さく抑えることが可能なので、高い容量密度と高い容量精度
を両立することが可能となる。従来例２にもとづいたＭＩＭキャパシタにおいても、本発



(7) JP 4972349 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

明の実施例１と同様の容量精度が得られた。次に、各ＭＩＭキャパシタの信頼度評価を行
った。絶縁耐圧およびリーク電流測定を行った結果、本発明の実施例１および従来例１で
は、約７Ｖの耐圧を持ち、リーク電流のばらつきも許容範囲の結果が得られた。一方、従
来例２では、絶縁耐圧は５Ｖ以下であり、リーク電流のばらつきや歩留も許容範囲外の結
果が得られた。
【００３０】
　つまり、本発明の実施例に従い、第一の金属配線を被覆するように酸化シリコンからな
る層間絶縁膜を形成した後、この第一の金属配線直上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する
領域に対し、第一の金属配線の上面が露出しないようにこの層間絶縁膜に第一の開口部を
形成し、次に、第一の金属配線表面が露出するように第一の開口部の内部に第二の開口部
を形成した後、容量膜、第三の金属配線を形成し、第一の金属配線、容量膜、第三の金属
配線から構成されるＭＩＭキャパシタを形成することにより、高い信頼度を有したまま、
高い容量密度と高い容量精度が両立可能なＭＩＭキャパシタを有する半導体装置が形成可
能となる。
【００３１】
　本実施例では、第一の開口部を形成する際に第一の金属配線上に厚みを１００ｎｍの層
間絶縁膜を残したため、段差高さ（図１中のｈ）は１００ｎｍである。第一の開口部を形
成するときのエッチング条件を調整することでこの段差高さｈを変更することができる。
図８は段差高さを変えて作製したＭＩＭキャパシタの容量ばらつきである。キャパシタ開
口部の辺長Ｌは１μｍである。段差高さを小さくすれば容量ばらつきが小さくなることが
わかる。しかし、段差高さには望ましい下限が存在する。段差高さは第一の開口部形成時
のエッチング量で規定されるため、エッチング条件の変動により段差高さが変動する恐れ
がある。極端な場合には、段差高さが０ｎｍとなり、容量ばらつきが急増し、従来例１と
同程度にまでばらつきが増大する。また段差部は寄生容量として働き、段差高さが小さい
ほど寄生容量は大きくなり、容量値の設計値からのずれが発生する。段差高さが５０ｎｍ
であればこの寄生容量部分はほぼ無視できる。この段差高さが大きいほど、寄生容量は小
さくなるが、容量ばらつきは増大する。容量ばらつきの許容値が２％であるので、段差高
さは３００ｎｍ以下であることが望ましい。
【００３２】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から１００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、端部間隔は１００ｎｍに限定されるものではない。リソグラフィー工程の合わ
せマージンを超えて間隔を狭くすると、段差部が形成されずに容量ばらつきが増大する。
端部間隔を広くすれば合わせや加工はより容易になるが、寄生容量の増大や占有面積増大
という問題が生じる。したがって、リソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で間隔
を狭くすることが望ましい。また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はなく、必要
に応じて中心をオフセットさせることも可能である。
【００３３】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
  また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【００３４】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量密度は容量膜の膜厚に反比例して増加するので、
容量密度の面からは膜厚は薄いほど良い。ただし、薄膜化に応じて絶縁破壊耐圧も低下す
るので、使用する電圧に応じて薄膜化限界が存在する。また、容量膜の材料として、酸化
ハフニウム以外にも、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、
酸化ランタン、酸化チタン、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素
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等が混入した化合物を用いることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘
電材料を用いることも可能である。さらに、本実施例では、容量膜として単層の絶縁膜を
用いているが、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【００３５】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
スパッタ法を用いれば、低温形成が可能であるが、成膜時のダメージ量が増大する。膜厚
を薄くすれば加工時のダメージが容量膜に残りやすくなるが、逆に厚くしすぎると寄生抵
抗が増大する問題がある。また、窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブ
デン、タンタル及びその窒化物を主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【００３６】
　また本実施例では、第一、第二、第三、第四の金属配線において、バリアメタルとして
窒化チタンを用いているが、窒化チタン以外にタンタル、タングステン及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能であり、また、信頼度的に余裕があるのであれ
ば、バリアメタルを用いない構造を利用することも可能である。また、上部電極、バリア
メタルともに複数の層からなる積層構造にすることになんら問題はない。
【００３７】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜に設けた開口部を直接、スパッタ法で形成したバ
リアメタルとアルミニウムの積層膜で充填したが、他の材料、他の形成方法で充填するこ
とも可能である。よく知られているのは、ＣＶＤ法で形成したタングステンを充填する方
法であり、この手法を用いれば、開口寸法が小さく、深い開口部でも確実に金属を充填す
ることが可能となる。
【００３８】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工程を例
に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能なＬｏｗ
－ｋ材料（低誘電率の絶縁材料）を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、
ＳｉＯＣ膜（炭素を含有する酸化シリコン膜）、有機膜、およびそれらに空隙を導入した
Ｌｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用いることが可能である。
【００３９】
　＜実施例２＞
　本実施例は実施例１の応用例の１つであり、図９と図１０に示した半導体装置の製造工
程を示す断面図を用いて実施の形態を説明する。以下、順を追って説明する。
【００４０】
　半導体素子が形成された基板１００上に、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍの窒化チタ
ン、膜厚４００ｎｍのアルミニウム、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成した後、リソグラ
フィー法とドライエッチ法を用いて第一のバリアメタル層２０８、第一のアルミニウム層
２０９、第二のバリアメタル層２１０からなる第一の金属配線７００、第三のバリアメタ
ル層２１１、第二のアルミニウム層２１２、第四のバリアメタル層２１３からなる第二の
金属配線７０１を形成した。
【００４１】
　次に、プラズマＣＶＤ法を用いて膜厚２μｍの酸化シリコン膜を形成し、第一の層間絶
縁膜３００とした。次に、この第一の層間絶縁膜の平坦度を化学的機械研磨法を用いて向
上した後、リソグラフィー法とドライエッチ法を用いて、第一の金属配線７００直上の、
第一の層間絶縁膜３００のＭＩＭキャパシタを形成したい領域に開口部を形成した。この
際、第一の層間絶縁膜３００に設けた開口部の平面形状は辺長１．２μｍの正方形、開口
部深さは１μｍとし、第一の金属配線７００と開口部の底部の間に残る酸化シリコンの厚
みを１００ｎｍとした。
【００４２】
　次に、リソグラフィー法を用いて前記開口部内部に開口部を有する感光性有機膜を形成
した。この感光性有機膜に設けた開口部は、その平面形状が辺長１μｍの正方形であり、
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第一の層間絶縁膜３００に形成した開口部の内部に完全に内包される形で形成した。次に
ドライエッチ法を用いて第一の層間絶縁膜３００を加工し、第一の金属配線７００の上面
を露出させた。次に、感光性有機膜を除去した後、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸
化ハフニウムからなる容量膜４０４、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンから
なる上部電極膜２１４を順次形成した。その後、リソグラフィー法を用いてキャパシタと
して作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる第一の加工レジスト６００
を形成した（図９（ａ））。
【００４３】
　次に、第一の加工レジスト６００をエッチングマスクに、不要な部分の上部電極膜２１
４、容量膜４０４を除去し、加工された上部電極２１５、加工された容量膜４０５を形成
した後、第一の加工レジスト６００を除去した。ここから、配線部分の接続孔を形成する
工程に入る。図９（ｂ）に示したように、接続孔を形成したい領域に開口部を有するよう
に感光性有機膜からなる第二の加工レジスト６０１を形成した後、この加工レジストを加
工マスクに第二の金属配線７０１の表面が露出するように第一の層間絶縁膜３００に第一
の開口部５００を形成した。この開口部は辺長辺長１．２μｍの正方形とした。
【００４４】
　次に、第二の加工レジスト６０１を除去した後、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍの窒
化チタン、膜厚４００ｎｍのアルミニウム、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成し、リソグ
ラフィー法を用いて配線として残したい部分を覆うように感光性有機膜を形成した。次に
この感光性有機膜を加工マスクにドライエッチを行うことで、図１０に示したような、第
一の金属配線７００、加工された容量膜４０５、加工された上部電極２１５、第三の金属
配線７０２から構成されるＭＩＭキャパシタと第二の金属配線７０１と第四の金属配線７
０３から構成される多層配線とを有する半導体装置を形成することが可能となる。この実
施例２では、実施例１で示したような平面レイアウトは示していないが、基本的には図６
に示したレイアウトに準じている。ただし、第二の金属配線７０１と第四の金属配線７０
３の間の接続孔には段差がないため、第二の開口部７５６がそのまま接続孔となる点が異
なっている。
【００４５】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
【００４６】
　つまり、本発明の実施例に従い、第一の金属配線を被覆するように酸化シリコンからな
る層間絶縁膜を形成した後、この第一の金属配線直上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する
領域に対し、第一の金属配線の上面が露出しないようにこの層間絶縁膜に第一の開口部を
形成し、次に、第一の金属配線表面が露出するように第一の開口部の内部に第二の開口部
を形成した後、容量膜、第三の金属配線を形成し、第一の金属配線、容量膜、第三の金属
配線から構成されるＭＩＭキャパシタを形成することにより、高い信頼度を有したまま、
高い容量密度と高い容量精度が両立可能なＭＩＭキャパシタを有する半導体装置が形成可
能となる。
【００４７】
　本実施例では、実施例１と異なり、ＭＩＭキャパシタ部分の開口部形成と配線領域の接
続孔形成を別個のリソグラフィー工程とドライエッチ工程を用いて行っている。実施例１
と比較して工程数が増える問題はあるものの、接続孔内部に段差が形成されないため、接
続孔抵抗が低く、導通歩留を高めやすいメリットがある。
【００４８】
　本実施例では、層間絶縁膜に形成した段差高さは１００ｎｍであるが、必要に応じて段
差高さを変更することが可能である。実施例１で述べた理由により、この段差高さとして
は、５０ｎｍから３００ｎｍの範囲にあることが望ましい。
【００４９】
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　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から１００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
【００５０】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
【００５１】
　また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【００５２】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【００５３】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【００５４】
　また本実施例では、第一、第二、第三、第四の金属配線において、バリアメタルとして
窒化チタンを用いているが、窒化チタン以外にタンタル、タングステン及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能であり、また、信頼度的に余裕があるのであれ
ば、バリアメタルを用いない構造を利用することも可能である。また、上部電極、バリア
メタルともに複数の層からなる積層構造にすることになんら問題はない。
【００５５】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜に設けた開口部を直接、スパッタ法で形成したバ
リアメタルとアルミニウムの積層膜で充填したが、他の材料、他の形成方法で充填するこ
とも可能である。よく知られているのは、ＣＶＤ法で形成したタングステンを充填する方
法であり、この手法を用いれば、開口寸法が小さく、深い開口部でも確実に金属を充填す
ることが可能となる。
【００５６】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工程を例
に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能なＬｏｗ
－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機膜、お
よびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用いるこ
とが可能である。
【００５７】
　＜実施例３＞
　図１１と図１２は本発明の半導体装置の製造工程を示す断面図である。以下、順を追っ
て説明する。
【００５８】
　図１１（ａ）に示すように、半導体素子が形成された基板１００上に、プラズマＣＶＤ
法を用いて膜厚５００ｎｍの酸化シリコン膜を形成し、第一の層間絶縁膜３００とした。
次に、配線を形成したい領域に開口部を持つように感光性有機膜を形成し、これを加工マ
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スクに第一の層間絶縁膜３００の所望の領域をドライエッチ法により除去した。次に、ス
パッタ法で膜厚５０ｎｍのタンタル、膜厚１００ｎｍの銅膜を形成後、電解めっき法で銅
膜をさらに成長させた後、化学的機械研磨法を用いて第一の層間絶縁膜３００上の余分な
タンタル膜、銅膜を除去し、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第一の接着層２２５、膜厚
４５０ｎｍの銅膜からなる第一の銅層２２６から構成される第五の金属配線７０４、膜厚
５０ｎｍのタンタルからなる第二の接着層２２７、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第二の
銅層２２８から構成される第六の金属配線７０５を形成した。次に、プラズマＣＶＤ法で
形成した膜厚１００ｎｍの窒化シリコンからなるバリア絶縁膜４０６、プラズマＣＶＤ法
で形成した膜厚１．５μｍの酸化シリコンからなる第二の層間絶縁膜３０１を順次形成し
た。
【００５９】
　次に、一般的にトレンチファースト型デュアルダマシンと呼ばれる加工プロセスを用い
、接続孔と配線溝を形成した。具体的には、第二の層間絶縁膜の配線として利用したい領
域に開口部を持つように感光性有機膜を形成した後、ドライエッチ法を用いて配線高さと
して想定した５００ｎｍの深さ分だけ第二の層間絶縁膜をエッチングし、配線溝を形成し
た。次に、感光性有機膜を除去後、リソグラフィー法を用いて、接続孔を形成したい領域
に開口部を持つように感光性有機膜を形成した。次にこの感光性有機膜を加工マスクに第
二の層間絶縁膜３０１にドライエッチングを行い、第一のバリア絶縁膜表面を露出させた
。次に、この感光性有機膜を除去した後、バリア絶縁膜４０６上に感光性有機膜からなる
第一の加工レジスト６００を形成した。この第一の加工レジストは少なくともＭＩＭキャ
パシタを形成したい領域上に第一の開口部５００を有している。この第一の開口部の平面
形状を辺長１μｍの正方形とした。
【００６０】
　次に１１（ｂ）に示すように、第一の加工レジスト６００を加工マスクに第六の金属配
線７０５表面が露出するように、バリア絶縁膜４０６に開口部を設けた後、第一の加工レ
ジスト６００を除去した。ここでバリア絶縁膜によって形成された段差が、実施例１にお
ける段差高さに相当する。次に、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウム、Ｃ
ＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成後、リソグラフィー法を用いてキャパ
シタとして作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる第二の加工レジスト
６０１を形成した。次に、この第二の加工レジスト６０１をエッチングマスクに、不要な
部分の酸化ハフニウム、窒化チタンを除去し、膜厚５０ｎｍの窒化チタンからなる加工さ
れた上部電極２１５、膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムからなる加工された容量膜４０５を
形成した。
【００６１】
　次に図１２に示すように、スパッタ法で膜厚５０ｎｍのタンタル、膜厚１００ｎｍの銅
膜を形成後、電解めっき法で銅膜をさらに成長させた後、化学的機械研磨法を用いて第二
の層間絶縁膜３０１上の余分なタンタル膜、銅膜を除去し、膜厚５０ｎｍのタンタルから
なる第三の接着層２２９、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第三の銅層２３０から構成され
る第七の金属配線７０６、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第四の接着層２３１、膜厚４
５０ｎｍの銅膜からなる第四の銅層２３２から構成される第八の金属配線７０７を形成し
た。このようにして、第五の金属配線７０４、加工された容量膜４０５、加工された上部
電極２１５、第七の金属配線７０６から構成されるＭＩＭキャパシタを有する半導体装置
を形成することが可能となる。
【００６２】
　上記の工程で形成したＭＩＭキャパシタの平面レイアウト図を図１３に示す。図１１、
図１２に示した断面図は図１３中のＡ－Ａ'間の断面である。図１３に示したレイアウト
図において、第五の金属配線７５９、ＭＩＭキャパシタの容量膜７５４、第七の金属配線
７６１によってＭＩＭキャパシタが構成される。ただし、実際に容量として機能するのは
、第三の開口部７５７で示された領域のみである。ここでは第三の開口部７５７の辺長（
図１３中のＬ）は１μｍであるので、キャパシタ面積は１平方マイクロメートルである。
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またＭＩＭキャパシタに隣接して、第六の金属配線７６０、第二の開口部７５６、第四の
開口部７５８、第八の金属配線７６２で構成される配線が敷設してある。
【００６３】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
【００６４】
　つまり、本発明の実施例に従い、第五の金属配線を被覆するようにバリア絶縁膜、第二
の層間絶縁膜を形成した後、この第五の金属配線直上の第二の層間絶縁膜の接続孔層に相
当する領域に対し、バリア絶縁膜表面が露出するようにこの層間絶縁膜に第一の開口部を
形成し、次に、第五の金属配線表面が露出するように第一の開口部の内側の領域でバリア
絶縁膜に第二の開口部を形成した後、容量膜、第七の金属配線を形成し、第五の金属配線
、容量膜、第七の金属配線から構成されるＭＩＭキャパシタを形成することにより、高い
信頼度を有したまま、高い容量密度と高い容量精度が両立可能なＭＩＭキャパシタを有す
る半導体装置が形成可能となる。
【００６５】
　本実施例では、実施例１と異なり、金属配線の形成工程としてダマシン法を用いている
。ダマシン法は抵抗の低い銅配線の形成に向いており、また、配線の平坦化が容易である
ことから、配線の性能を高めやすいメリットがある。
【００６６】
　本実施例では、バリア絶縁膜の厚さは１００ｎｍであるため、段差高さは１００ｎｍと
なる。この段差の高さは必要に応じて変更することが可能である。実施例１で述べた理由
により、この段差高さとしては、５０ｎｍから３００ｎｍの範囲にあることが望ましい。
また、本実施例では、第一の開口部の形成時に、バリア絶縁膜が現れた時点でエッチング
をとめたため、バリア絶縁膜の厚みがそのまま段差高さとなったが、本実施例の有効性は
この方法にのみ限定されるものではない。必要に応じてバリア絶縁膜が現れる前にエッチ
ングを停止することや、バリア絶縁膜が現れた後、追加でバリア絶縁膜をエッチングする
ことも可能である。この場合、第五の金属配線上面と第一の開口部底面との間隔が段差高
さとなる。
【００６７】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から１００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
【００６８】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
  また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【００６９】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【００７０】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
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を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【００７１】
　また本実施例では、第五、第六、第七、第八の金属配線を、タンタルと銅の組み合わせ
で形成しているが、他の材料を用いることも可能である。タンタル以外にチタン、タング
ステン、モリブデン及びその窒化物を主たる成分とする金属を用いることも可能であり、
必要に応じて積層構造の金属層を用いることも可能である。また銅膜のかわりに、アルミ
ニウムやタングステン、チタンおよびそれらの合金、化合物を用いることも可能である。
【００７２】
　また本実施例では、バリア絶縁膜に設けた第二の開口部に直接容量膜を用いたが、必要
に応じて第二の開口部内に露出した銅膜表面を他の導体材料で被覆することも可能である
。たとえば、選択ＣＶＤ法や無電解めっき法を用いれば銅膜表面にのみ金属を選択的に成
長することも可能である。この手法を用いれば、銅が拡散しやすい容量膜材料を用いた場
合でも十分な信頼度を維持することが可能となる。
【００７３】
　また本実施例では、第七、第八の金属配線の加工方法として、トレンチファースト型の
デュアルダマシン法を用いたが、本手法の有効性はこれに限定されるものではない。他の
デュアルダマシン法および配線溝と接続孔を独立して形成するシングルダマシン法でも同
様の効果が期待される。シングルダマシン法の場合には、接続孔形成プロセスに本実施例
を適用するのが効果的である。
【００７４】
　また本実施例では、第一、第二の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工
程を例に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能な
Ｌｏｗ－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機
膜、およびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用
いることが可能である。
【００７５】
　＜実施例４＞
　本実施例は実施例３の応用例の１つであり、図１４および図１５の半導体装置の製造工
程を示す断面図を用いて本発明を説明する。
【００７６】
　実施例３に示した工程に準じることで、半導体素子が形成された基板１００上に、プラ
ズマＣＶＤ法を用いて形成した膜厚５００ｎｍの酸化シリコン膜からなる第一の層間絶縁
膜３００、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第一の接着層２２５、膜厚４５０ｎｍの銅膜
からなる第一の銅層２２６から構成される第五の金属配線７０４、膜厚５０ｎｍのタンタ
ルからなる第二の接着層２２７、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第二の銅層２２８から構
成される第六の金属配線７０５を形成した。次に、プラズマＣＶＤ法で形成した膜厚１０
０ｎｍの窒化シリコンからなるバリア絶縁膜４０６、プラズマＣＶＤ法で形成した膜厚１
．５μｍの酸化シリコンからなる第二の層間絶縁膜３０１を順次形成した後、トレンチフ
ァースト型デュアルダマシン法を用い、接続孔と配線溝を形成した。次に、バリア絶縁膜
４０６上に感光性有機膜からなる第一の加工レジスト６００を形成した。この第一の加工
レジスト６００は少なくともＭＩＭキャパシタを形成したい領域上に開口部を有している
（図１４（ａ））。
【００７７】
　次に１４（ｂ）に示すように、第一の加工レジスト６００を加工マスクに第五の金属配
線７０４表面が露出するように、バリア絶縁膜４０６に開口部を設けた後、第一の加工レ
ジスト６００を除去した。ここでバリア絶縁膜によって形成された段差が、実施例１にお
ける段差高さに相当する。次に、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウム、Ｃ
ＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成後、リソグラフィー法を用いてキャパ
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シタとして作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる第二の加工レジスト
６０１を形成した。次に、この第二の加工レジスト６０１をエッチングマスクに、不要な
部分の酸化ハフニウム、窒化チタンを除去し、膜厚５０ｎｍの窒化チタンからなる加工さ
れた上部電極２１５、膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムからなる加工された容量膜４０５を
形成した。
【００７８】
　次に１５（ａ）に示すように、第二の加工レジスト６０１を除去した後、配線および接
続孔として機能させる領域を形成するために再度トレンチファースト型のデュアルダマシ
ン工程を行い、第六の金属配線に開口部を有する配線溝と接続孔からなる第一の開口部５
００を第二の層間絶縁膜３０１内部に形成した。
【００７９】
　次に１５（ｂ）に示すように、スパッタ法で膜厚５０ｎｍのタンタル、膜厚１００ｎｍ
の銅膜を形成後、電解めっき法で銅膜をさらに成長させた後、化学的機械研磨法を用いて
第二の層間絶縁膜３０１上の余分なタンタル膜、銅膜を除去し、膜厚５０ｎｍのタンタル
からなる第三の接着層２２９、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第三の銅層２３０から構成
される第七の金属配線７０６、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第四の接着層２３１、膜
厚４５０ｎｍの銅膜からなる第四の銅層２３２から構成される第八の金属配線７０７を形
成した。このようにして、第五の金属配線７０４、加工された容量膜４０５、加工された
上部電極２１５、第七の金属配線７０６から構成されるＭＩＭキャパシタを有する半導体
装置を形成することが可能となる。この実施例４では、実施例３で示したような平面レイ
アウトは示していないが、基本的には図１３に示したレイアウトに準じている。ただし、
第六の金属配線７０５と第八の金属配線７０７の間の接続孔には段差がないため、第二の
開口部７５６がそのまま接続孔となる点が異なっている。
【００８０】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
【００８１】
　つまり、本発明の実施例に従い、第五の金属配線を被覆するようにバリア絶縁膜、第二
の層間絶縁膜を形成した後、この第五の金属配線直上の第二の層間絶縁膜の接続孔層に相
当する領域に対し、バリア絶縁膜表面が露出するようにこの層間絶縁膜に第一の開口部を
形成し、次に、第五の金属配線表面が露出するように第一の開口部の内側の領域でバリア
絶縁膜に第二の開口部を形成した後、容量膜、第七の金属配線を形成し、第五の金属配線
、容量膜、第七の金属配線から構成されるＭＩＭキャパシタを形成することにより、高い
信頼度を有したまま、高い容量密度と高い容量精度が両立可能なＭＩＭキャパシタを有す
る半導体装置が形成可能となる。
【００８２】
　本実施例では、実施例３と異なり、ＭＩＭキャパシタ部分の開口部形成と配線領域の配
線溝および接続孔形成を別個のリソグラフィー工程とドライエッチ工程を用いて行ってい
る。実施例３と比較して工程数が増える問題はあるものの、接続孔内部に段差が形成され
ないため、接続孔抵抗が低く、導通歩留を高めやすいメリットがある。
【００８３】
　本実施例では、バリア絶縁膜の厚さは１００ｎｍであるため、段差高さは１００ｎｍと
なる。この段差の高さは必要に応じて変更することが可能である。実施例１で述べた理由
により、この段差高さとしては、５０ｎｍから３００ｎｍの範囲にあることが望ましい。
また、本実施例では、第一の開口部の形成時に、バリア絶縁膜が現れた時点でエッチング
をとめたため、バリア絶縁膜の厚みがそのまま段差高さとなったが、本実施例の有効性は
この方法にのみ限定されるものではない。必要に応じてバリア絶縁膜が現れる前にエッチ
ングを停止することや、バリア絶縁膜が現れた後、追加でバリア絶縁膜をエッチングする
ことも可能である。この場合、第五の金属配線上面と第一の開口部底面との間隔が段差高
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さとなる。
【００８４】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から１００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
【００８５】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
  また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【００８６】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【００８７】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【００８８】
　また本実施例では、第五、第六、第七、第八の金属配線を、タンタルと銅の組み合わせ
で形成しているが、他の材料を用いることも可能である。タンタル以外にチタン、タング
ステン、モリブデン及びその窒化物を主たる成分とする金属を用いることも可能であり、
必要に応じて積層構造の金属層を用いることも可能である。また銅膜のかわりに、アルミ
ニウムやタングステン、チタンおよびそれらの合金、化合物を用いることも可能である。
【００８９】
　また本実施例では、第五の金属配線表面に直接容量膜を形成したが、必要に応じて第五
の金属配線表面を他の導体材料で被覆することも可能である。たとえば、選択ＣＶＤ法や
無電解めっき法を用いれば第五の金属配線表面に露出した銅膜表面にのみ金属を選択的に
成長することも可能である。この手法を用いれば、銅が拡散しやすい容量膜材料を用いた
場合でも十分な信頼度を維持することが可能となる。
【００９０】
　また本実施例では、第七、第八の金属配線の加工方法として、トレンチファースト型の
デュアルダマシン法を用いたが、本手法の有効性はこれに限定されるものではない。他の
デュアルダマシン法および配線溝と接続孔を独立して形成するシングルダマシン法でも同
様の効果が期待される。シングルダマシン法の場合には、接続孔形成プロセスに本実施例
を適用するのが効果的である。
【００９１】
　また本実施例では、第一、第二の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工
程を例に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能な
Ｌｏｗ－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機
膜、およびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用
いることが可能である。
【００９２】
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　＜実施例５＞
　図１６および図１７は本発明の実施例５に基づく半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。以下順を追って説明する。
【００９３】
　半導体素子が形成された基板１００上に、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍの窒化チタ
ン、膜厚４００ｎｍのアルミニウム、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成した後、プラズマ
ＣＶＤ法を用いて膜厚１００ｎｍの窒化シリコン膜を形成した。次にリソグラフィー法と
ドライエッチ法を用いて所望の領域にのみ窒化シリコン膜を残した後、再度、リソグラフ
ィー法とドライエッチ法を用いて第一のバリアメタル層２０８、第一のアルミニウム層２
０９、第二のバリアメタル層２１０からなる第一の金属配線７００、第三のバリアメタル
層２１１、第二のアルミニウム層２１２、第四のバリアメタル層２１３からなる第二の金
属配線７０１を形成した。ここで、第一の金属配線７００上には、第一の開口部５００を
有する膜厚１００ｎｍの窒化シリコンからなるエッチ停止膜４０７が形成されている。こ
こで、第一の開口部５００の平面形状は辺長１μｍの正方形である（図１６（ａ））。
【００９４】
　次に、プラズマＣＶＤ法を用いて膜厚２μｍの酸化シリコン膜を形成し、第一の層間絶
縁膜３００とした後、この第一の層間絶縁膜３００の平坦度を化学的機械研磨法を用いて
向上した後、リソグラフィー法を用いて、感光性有機膜からなる加工レジスト６００を形
成した後、ドライエッチ法を用いて、第一の金属配線７００上に設けたエッチ停止膜４０
７に形成した第一の開口部５００を内側に含むように第一の層間絶縁膜３００に第二の開
口部５０１を形成し、第一の金属配線７００の表面を露出させた。ここでエッチ停止膜４
０７によって形成された段差が、実施例１における段差高さに相当する。（図１６（ｂ）
）。
【００９５】
　次に、第一の加工レジスト６００を除去した後、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸
化ハフニウム、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンを順次形成した後、リソグ
ラフィー法を用いてキャパシタとして作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜か
らなる第二の加工レジスト６０１を形成した。次に、第二の加工レジスト６０１をエッチ
ングマスクに、不要な部分の上部電極膜、容量膜を除去し、加工された上部電極２１５、
加工された容量膜４０５を形成した（図１６（ｃ）））。
【００９６】
　次に、第二の加工レジスト６０１を除去した後、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍの窒
化チタンからなる第一のバリアメタル膜２１６、膜厚４００ｎｍのアルミニウムからなる
第一のアルミニウム膜、膜厚５０ｎｍの窒化チタンからなる第二のバリアメタル膜２１８
を形成し、リソグラフィー法を用いて配線として残したい部分を覆うように感光性有機膜
からなる第三の加工レジスト６０２、第四の加工レジスト６０３を形成した（図１７（ａ
））。
【００９７】
　次にこの第三、第四の加工レジストを加工マスクにドライエッチを行うことで、図１７
（ｂ）に示したような、第一の金属配線７００、加工された容量膜４０５、加工された上
部電極２１５、第三の金属配線７０２から構成されるＭＩＭキャパシタと第二の金属配線
７０１と第四の金属配線７０３から構成される多層配線とを有する半導体装置を形成する
ことが可能となる。この実施例５では、実施例１で示したような平面レイアウトは示して
いないが、基本的には図６に示したレイアウトに準じている。ただし、図６において第一
の開口部７５５としてレイアウトされている部分が、エッチ停止膜４０７に形成された第
一の開口部５００と対応している。
【００９８】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
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【００９９】
　つまり、本発明の実施例に従い、第一の金属配線上の所望の領域に第一の開口部を有す
るエッチ停止膜を形成した後、これらを被覆するように酸化シリコンからなる層間絶縁膜
を形成し、この第一の金属配線直上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する領域に対し、第一
の金属配線上に形成したエッチ停止層に設けた第一の開口部を内包するようにこの層間絶
縁膜に第二の開口部を形成し、第一の金属配線表面を露出させた後、容量膜、第三の金属
配線を形成し、第一の金属配線、容量膜、第三の金属配線から構成されるＭＩＭキャパシ
タを形成することにより、高い信頼度を有したまま、高い容量密度と高い容量精度が両立
可能なＭＩＭキャパシタを有する半導体装置が形成可能となる。
【０１００】
　本実施例では、実施例１と異なり、第一の金属配線上にあらかじめＭＩＭキャパシタの
開口部相当の領域を形成したエッチ停止層を設けてある。このエッチ停止層のエッチング
速度を層間絶縁膜のエッチング速度に比して遅い状態に保つことで、層間絶縁膜の接続孔
開口時に第一の金属配線表面が露出するまでエッチングを行っても、エッチ停止層に形成
された第一の開口部はほぼそのままの形状で保持することが可能となる。実施例１では、
段差高さは層間絶縁膜のエッチング時間で調整したが、本実施例ではエッチ停止層の膜厚
がそのまま段差高さとなるため、実施例１と比較して工程数が増える問題はあるものの、
段差高さの制御性が向上する長所がある。また、接続孔として利用する領域には段差が形
成されないために、接続孔抵抗が低減されるという長所もある。
【０１０１】
　本実施例では、段差高さに相当するエッチ停止層の厚みを１００ｎｍとしたが、この膜
厚を変えることで必要に応じて段差高さを変更することが可能である。実施例１で述べた
理由により、この段差高さとしては、５０ｎｍから３００ｎｍの範囲にあることが望まし
い。
【０１０２】
　また本実施例では、エッチ停止層を形成した後、第一の金属配線、第二の金属配線を加
工しているが、この順番を入れ替え、第一の金属配線、第二の金属配線を形成した後、エ
ッチ停止層を形成し、このエッチ停止層に第一の開口部を設けることも可能である。
【０１０３】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から１００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
【０１０４】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
【０１０５】
　また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【０１０６】
　また本実施例では、エッチ停止層としてプラズマＣＶＤ法を用いて形成した窒化シリコ
ンを用いたが、この成膜方法、材料に限定されるわけではなく、層間絶縁膜のエッチング
時にエッチング停止層として機能する絶縁材料であれば利用することが可能である。窒化
シリコン以外の材料として、酸化シリコン、炭化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アル
ミニウム、窒化ボロンなどの絶縁材料を用いることも可能である。さらに、このエッチ停
止層は必要に応じて複数の絶縁膜を積層して用いることも可能である。
【０１０７】
　本実施例では、ＭＩＭキャパシタ領域の開口部形成と接続孔部分の開口部形成を同時に
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行っているが、実施例２に示したようにこれらの工程を別工程として行うことが可能であ
る。別工程とすることで工程数は増えるものの、接続孔内部における容量膜や上部電極膜
の除去を行う必要がないため、導通歩留を高めやすい長所もある。
【０１０８】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【０１０９】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【０１１０】
　また本実施例では、第一、第二、第三、第四の金属配線において、バリアメタルとして
窒化チタンを用いているが、窒化チタン以外にタンタル、タングステン及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能であり、また、信頼度的に余裕があるのであれ
ば、バリアメタルを用いない構造を利用することも可能である。また、上部電極、バリア
メタルともに複数の層からなる積層構造にすることになんら問題はない。
【０１１１】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜に設けた開口部を直接、スパッタ法で形成したバ
リアメタルとアルミニウムの積層膜で充填したが、他の材料、他の形成方法で充填するこ
とも可能である。よく知られているのは、ＣＶＤ法で形成したタングステンを充填する方
法であり、この手法を用いれば、開口寸法が小さく、深い開口部でも確実に金属を充填す
ることが可能となる。
【０１１２】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工程を例
に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能なＬｏｗ
－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機膜、お
よびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用いるこ
とが可能である。
【０１１３】
　＜実施例６＞
　図１８および図１９は本発明の実施例６に基づく半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。以下順を追って説明する。
【０１１４】
　　図１８（ａ）に示すように、半導体素子が形成された基板１００上に、プラズマＣＶ
Ｄ法を用いて膜厚５００ｎｍの酸化シリコン膜を形成し、第一の層間絶縁膜３００とした
。次に、配線を形成したい領域に開口部を持つように感光性有機膜を形成し、これを加工
マスクに第一の層間絶縁膜３００の所望の領域をドライエッチ法により除去した。次に、
スパッタ法で膜厚５０ｎｍのタンタル、膜厚１００ｎｍの銅膜を形成後、電解めっき法で
銅膜をさらに成長させた後、化学的機械研磨法を用いて第一の層間絶縁膜３００上の余分
なタンタル膜、銅膜を除去し、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第一の接着層２２５、膜
厚４５０ｎｍの銅膜からなる第一の銅層２２６から構成される第五の金属配線７０４、膜
厚５０ｎｍのタンタルからなる第二の接着層２２７、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第二
の銅層２２８から構成される第六の金属配線７０５を形成した。次に、プラズマＣＶＤ法
で形成した膜厚５０ｎｍの窒化シリコンからなるバリア絶縁膜４０６、プラズマＣＶＤ法
で形成した膜厚５０ｎｍの炭化シリコンからなる第二のエッチ停止膜４０８を順次形成し
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た。次にリソグラフィー法とドライエッチ法を組み合わせて、第五の金属配線７０４上に
開口部５００を持つように第二のエッチ停止層を加工した。この際、ＭＩＭキャパシタを
形成しない第六の金属配線７０５上の接続孔が形成される領域には第二のエッチ停止膜が
残らないようにした。ここで、第一の開口部５００の平面形状は辺長１μｍの正方形とし
た。
【０１１５】
　次に図１８（ｂ）に示すように、プラズマＣＶＤ法を用いて膜厚１．５μｍの酸化シリ
コンからなる第二の層間絶縁膜３０１を順次形成した後、トレンチファースト型デュアル
ダマシン・プロセスを用い、接続孔と配線溝に相当する第二の開口部５０１と第三の開口
部５０２を形成した。具体的には、第二の層間絶縁膜の配線として利用したい領域に開口
部を持つように感光性有機膜を形成した後、ドライエッチ法を用いて配線高さとして想定
した５００ｎｍの深さ分だけ第二の層間絶縁膜をエッチングし、配線溝を形成した。次に
、感光性有機膜を除去後、リソグラフィー法を用いて、接続孔を形成したい領域に開口部
を持つように感光性有機膜を形成した。次にこの感光性有機膜を加工マスクに第二の層間
絶縁膜３０１のドライエッチングを行い、第五の金属配線７０４、第六の金属配線７０５
の表面を露出させた。この工程において、第五の金属配線７０４上に開口された接続孔の
平面形状は辺長１．２μｍの正方形であり、第二のエッチ停止膜４０８に設けた開口部５
００を内包するように設定した。また、酸化シリコンからなる第二の層間絶縁膜３０１の
エッチング速度を、第二のエッチ停止膜４０８を構成する炭化シリコンのエッチング速度
より高速となるようにエッチング条件を設定したので、第五の金属配線７０４上の接続孔
に相当する領域に段差が生じる。この第二のエッチ停止膜４０８とバリア絶縁膜４０６に
よって形成された段差が、実施例１における段差高さに相当する。本実施例の場合、第二
のエッチ停止膜４０８、バリア絶縁膜４０６ともに膜厚５０ｎｍであるので、段差高さは
１００ｎｍとなる。
【０１１６】
　次に１９（ａ）に示すように、次に、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウ
ム、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成後、リソグラフィー法を用いて
キャパシタとして作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる第二の加工レ
ジスト６０１を形成した。次に、この第二の加工レジスト６０１をエッチングマスクに、
不要な部分の酸化ハフニウム、窒化チタンを除去し、膜厚５０ｎｍの窒化チタンからなる
加工された上部電極２１５、膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムからなる加工された容量膜４
０５を形成した。
【０１１７】
　次に１９（ｂ）に示すように、第二の加工レジスト６０１を除去後、スパッタ法で膜厚
５０ｎｍのタンタル、膜厚１００ｎｍの銅膜を形成後、電解めっき法で銅膜をさらに成長
させた後、化学的機械研磨法を用いて第二の層間絶縁膜３０１上の余分なタンタル膜、銅
膜を除去し、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第三の接着層２２９、膜厚４５０ｎｍの銅
膜からなる第三の銅層２３０から構成される第七の金属配線７０６、膜厚５０ｎｍのタン
タルからなる第四の接着層２３１、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第四の銅層２３２から
構成される第八の金属配線７０７を形成した。このようにして、第五の金属配線７０４、
加工された容量膜４０５、加工された上部電極２１５、第七の金属配線７０６から構成さ
れるＭＩＭキャパシタを有する半導体装置を形成することが可能となる。この実施例６で
は、実施例３で示したような平面レイアウトは示していないが、基本的には図１３に示し
たレイアウトに準じている。ただし、図１３において第一の開口部７５５としてレイアウ
トされている部分が、第二のエッチ停止膜４０８に形成された第一の開口部５００と対応
している。
【０１１８】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
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【０１１９】
　つまり、本発明の実施例に従い第五の金属配線上の所望の領域に第一の開口部を有する
第二のエッチ停止膜を形成した後、これらを被覆するように酸化シリコンからなる第二の
層間絶縁膜を形成し、この第五の金属配線直上の第二の層間絶縁膜の接続孔層に相当する
領域に対し、第五の金属配線上に形成した第二のエッチ停止層に設けた第一の開口部を内
包するようにこの層間絶縁膜に第二の開口部を形成し、第五の金属配線表面を露出させた
後、容量膜、第七の金属配線を形成し、第五の金属配線、容量膜、第七の金属配線から構
成されるＭＩＭキャパシタを形成することにより、高い信頼度を有したまま、高い容量密
度と高い容量精度が両立可能なＭＩＭキャパシタを有する半導体装置が形成可能となる。
【０１２０】
　本実施例では、実施例３と異なり、第第五の金属配線上にあらかじめＭＩＭキャパシタ
の開口部相当の領域を形成した第二のエッチ停止層を設けてある。この第二のエッチ停止
層のエッチング速度を第二の層間絶縁膜のエッチング速度に比して遅い状態に保つことで
、第二の層間絶縁膜の接続孔開口時に第五の金属配線表面が露出するまでエッチングを行
っても、第二のエッチ停止層に形成された第一の開口部はほぼそのままの形状で保持する
ことが可能となる。実施例３では、段差高さは層間絶縁膜のエッチング時間で調整したが
、本実施例では第二のエッチ停止層とバリア絶縁膜の膜厚がそのまま段差高さとなるため
、実施例３と比較して工程数が増える問題はあるものの、段差高さの制御性が向上する長
所がある。また、接続孔として利用する領域には段差が形成されないために、接続孔抵抗
が低減されるという長所もある。
【０１２１】
　本実施例では、第二のエッチ停止膜、バリア絶縁膜の厚さはそれぞれ５０ｎｍであるた
め、段差高さは１００ｎｍとなる。この段差の高さは必要に応じて変更することが可能で
ある。実施例１で述べた理由により、この段差高さとしては、５０ｎｍから３００ｎｍの
範囲にあることが望ましいので、合計膜厚はこの範囲が望ましい。第二のエッチ停止膜の
最低膜厚は、第二の層間絶縁膜とのエッチング選択比で規定される。また、バリア絶縁膜
の膜厚は該バリア絶縁膜のバリア性によって規定される。本実施例では、第二のエッチ停
止膜とバリア絶縁膜を異なる材料で形成したが、同一の材料とすることも可能である。こ
の際、第一の開口部５００を形成するときに、第五の金属配線７０４表面が露出しないよ
うにエッチングを制御するのが信頼度的には望ましい。
【０１２２】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から１００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
【０１２３】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
【０１２４】
　また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【０１２５】
　また本実施例では、第二のエッチ停止層としてプラズマＣＶＤ法を用いて形成した炭化
シリコンを用いたが、この成膜方法、材料に限定されるわけではなく、第二の層間絶縁膜
のエッチング時にエッチング停止層として機能する絶縁材料であれば利用することが可能
である。炭化シリコン以外の材料として、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウ
ム、窒化アルミニウム、窒化ボロンなどの絶縁材料を用いることも可能である。さらに、
このエッチ停止層は必要に応じて複数の絶縁膜を積層して用いることも可能である。
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【０１２６】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【０１２７】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【０１２８】
　また本実施例では、第五、第六、第七、第八の金属配線を、タンタルと銅の組み合わせ
で形成しているが、他の材料を用いることも可能である。タンタル以外にチタン、タング
ステン、モリブデン及びその窒化物を主たる成分とする金属を用いることも可能であり、
必要に応じて積層構造の金属層を用いることも可能である。また銅膜のかわりに、アルミ
ニウムやタングステン、チタンおよびそれらの合金、化合物を用いることも可能である。
【０１２９】
　また本実施例では、第五の金属配線表面に直接容量膜を形成したが、必要に応じて銅膜
表面を他の導体材料で被覆することも可能である。たとえば、選択ＣＶＤ法や無電解めっ
き法を用いれば第五の金属配線表面に露出した銅膜表面にのみ金属を選択的に成長するこ
とも可能である。この手法を用いれば、銅が拡散しやすい容量膜材料を用いた場合でも十
分な信頼度を維持することが可能となる。
【０１３０】
　また本実施例では、第七、第八の金属配線の加工方法として、トレンチファースト型の
デュアルダマシン法を用いたが、本手法の有効性はこれに限定されるものではない。他の
デュアルダマシン法および配線溝と接続孔を独立して形成するシングルダマシン法でも同
様の効果が期待される。シングルダマシン法の場合には、接続孔形成プロセスに本実施例
を適用するのが効果的である。
【０１３１】
　また本実施例では、第一、第二の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工
程を例に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能な
Ｌｏｗ－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機
膜、およびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用
いることが可能である。
【０１３２】
　＜実施例７＞
　図２０および図２１は本発明の実施例７に基づく半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。以下順を追って説明する。
【０１３３】
　半導体素子が形成された基板１００上に、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍの窒化チタ
ン、膜厚４００ｎｍのアルミニウム、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成した後、リソグラ
フィー法とドライエッチ法を用いて第一のバリアメタル層２０８、第一のアルミニウム層
２０９、第二のバリアメタル層２１０からなる第一の金属配線７００、第三のバリアメタ
ル層２１１、第二のアルミニウム層２１２、第四のバリアメタル層２１３からなる第二の
金属配線７０１を形成した。次に、プラズマＣＶＤ法を用いて膜厚２μｍの酸化シリコン
膜を形成し、第一の層間絶縁膜３００とした。次に、この第一の層間絶縁膜の平坦度を化
学的機械研磨法を用いて向上した後、リソグラフィー法とドライエッチ法を用いて、第一
の金属配線７００、第二の金属配線７０１が露出するように第一の層間絶縁膜３００の所
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望の領域に第一の開口部５００を形成した。この際、第一の層間絶縁膜３００に設けた第
一の開口部５００の平面形状は辺長１．４μｍの正方形とした。（図２０（ａ））。
【０１３４】
　次に、プラズマＣＶＤ法を用いて第一の開口部５００を覆うように膜厚１００ｎｍの酸
化シリコンからなるスペーサ膜４０９を形成した次に、リソグラフィー法を用いて前記開
口部内部に開口部を有する感光性有機膜からなる第一の加工レジスト６００を形成した。
次にドライエッチ法を用いて第一の金属配線７００が露出するようにスペーサ膜４０９に
第二の開口部５０１を形成した。
このスペーサ膜４０９に設けた第二の開口部５０１は、その平面形状が辺長１μｍの正方
形であり、第一の開口部５００の内部に完全に内包されるように形成した。したがって、
第一の層間絶縁膜３００に設けた第一の開口部５００内部には、スペーサ膜４０９に起因
した段差が生じることになり、第一の金属配線７００上面にはこのスペーサ膜４０９の膜
厚に相当する１００ｎｍの段差が生じる。ここで生じた段差が、実施例１における段差高
さに相当する（図２０（ｂ））。
【０１３５】
　次に、第一の加工レジスト６００を除去した後、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸
化ハフニウムからなる容量膜４０４、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンから
なる上部電極膜２１４を順次形成した。その後、リソグラフィー法を用いてキャパシタと
して作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる第二の加工レジスト６０１
を形成した（図２１（ａ））。
【０１３６】
　次に、第二の加工レジスト６０１をエッチングマスクに、不要な部分の上部電極膜２１
４、容量膜４０４を除去し、加工された上部電極２１５、加工された容量膜４０５を形成
した後、第二の加工レジスト６０１を除去した。次に、スパッタ法を用いて膜厚５０ｎｍ
の窒化チタン、膜厚４００ｎｍのアルミニウム、膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成し、リ
ソグラフィー法を用いて配線として残したい部分を覆うように感光性有機膜を形成した。
次にこの感光性有機膜を加工マスクにドライエッチを行うことで、第一の金属配線７００
、加工された容量膜４０５、加工された上部電極２１５、第三の金属配線７０２から構成
されるＭＩＭキャパシタと第二の金属配線７０１と第四の金属配線７０３から構成される
多層配線とを有する半導体装置を形成することが可能となる（図２１（ｂ））。この実施
例７では、実施例１で示したような平面レイアウトは示していないが、基本的には図６に
示したレイアウトに準じている。ただし、第一の開口部７５５、第二の開口部７５６の寸
法が実施例１とは異なっている。
【０１３７】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
【０１３８】
　つまり、本発明の実施例に従い、第一の金属配線を被覆するように酸化シリコンからな
る層間絶縁膜を形成した後、この第一の金属配線直上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する
領域に対し、第一の金属配線の上面が露出するようにこの層間絶縁膜に第一の開口部を形
成し、次に、この第一の開口部を被覆するようにスペーサ膜を形成し、前記第一の開口部
に内包されるようにスペーサ膜に第二の開口部を形成した後、容量膜、第三の金属配線を
形成し、第一の金属配線、容量膜、第三の金属配線から構成されるＭＩＭキャパシタを形
成することにより、高い信頼度を有したまま、高い容量密度と高い容量精度が両立可能な
ＭＩＭキャパシタを有する半導体装置が形成可能となる。
【０１３９】
　本実施例では、実施例１と異なり、ＭＩＭキャパシタ部分に第一の金属配線を露出させ
た状態の第一の開口部を形成した後、第二の開口部を有するスペーサ膜形成を行っている
。実施例１と比較して段差高さをスペーサ膜の膜厚で制御できるため、段差高さの制御性
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を高めやすい長所がある。ただし、スペーサ膜厚に応じて層間絶縁膜に形成した第一開口
部の間口が減少するため、実施例１の方法に比べて抵抗は増大する。
【０１４０】
　本実施例では、スペーサ膜厚を１００ｎｍとしたため、段差高さは１００ｎｍであるが
、必要に応じて段差高さを変更することが可能である。実施例１で述べた理由により、こ
の段差高さとしては、５０ｎｍから３００ｎｍの範囲にあることが望ましい。
【０１４１】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から２００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
【０１４２】
　また本実施例では、スペーサ膜としてプラズマＣＶＤ法を用いて形成した酸化シリコン
を用いたが、この成膜方法、材料に限定されるわけではない。これ以外の材料として、炭
化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ボロン、Ｌｏｗ
－ｋ材料などの絶縁材料を用いることも可能である。
【０１４３】
　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
【０１４４】
　また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【０１４５】
　また本実施例では、ＭＩＭキャパシタ領域と配線として使用する接続孔領域を同時に開
口しているが、実施例２に示した工程を用いることで、これらを別個に形成することも可
能である。
【０１４６】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【０１４７】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【０１４８】
　また本実施例では、第一、第二、第三、第四の金属配線において、バリアメタルとして
窒化チタンを用いているが、窒化チタン以外にタンタル、タングステン及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能であり、また、信頼度的に余裕があるのであれ
ば、バリアメタルを用いない構造を利用することも可能である。また、上部電極、バリア
メタルともに複数の層からなる積層構造にすることになんら問題はない。
【０１４９】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜に設けた開口部を直接、スパッタ法で形成したバ
リアメタルとアルミニウムの積層膜で充填したが、他の材料、他の形成方法で充填するこ
とも可能である。よく知られているのは、ＣＶＤ法で形成したタングステンを充填する方
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法であり、この手法を用いれば、開口寸法が小さく、深い開口部でも確実に金属を充填す
ることが可能となる。
【０１５０】
　また本実施例では、第一の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工程を例
に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能なＬｏｗ
－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機膜、お
よびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用いるこ
とが可能である。
【０１５１】
　＜実施例８＞
　図２２および図２３は本発明の実施例８に基づく半導体装置の製造工程を示す断面図で
ある。以下順を追って説明する。
【０１５２】
　実施例３に示した工程に準じることで、半導体素子が形成された基板１００上に、プラ
ズマＣＶＤ法を用いて形成した膜厚５００ｎｍの酸化シリコン膜からなる第一の層間絶縁
膜３００、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第一の接着層２２５、膜厚４５０ｎｍの銅膜
からなる第一の銅層２２６から構成される第五の金属配線７０４、膜厚５０ｎｍのタンタ
ルからなる第二の接着層２２７、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第二の銅層２２８から構
成される第六の金属配線７０５を形成した。次に、プラズマＣＶＤ法で形成した膜厚５０
ｎｍの窒化シリコンからなるバリア絶縁膜４０６、プラズマＣＶＤ法で形成した膜厚１．
５μｍの酸化シリコンからなる第二の層間絶縁膜３０１を順次形成した後、トレンチファ
ースト型デュアルダマシン法を用い、ＭＩＭキャパシタを形成する領域の第二の層間絶縁
膜３０１に第一の開口部５００を形成した。ここにおいて、第一の開口部５００内部では
、第五の金属配線７０表面は露出せず、開口部底部にバリア絶縁膜４０６が残るようにエ
ッチングを調整した。この際、第一の開口部５００の平面形状は辺長１．４μｍの正方形
とした。（図２２（ａ））。
【０１５３】
　次に、プラズマＣＶＤ法で膜厚５０ｎｍの炭化シリコンからなる第二のスペーサ膜４１
０を全面に形成した後、第二のスペーサ膜上に感光性有機膜からなる第一の加工レジスト
６００を形成した。この第一の加工レジスト６００は少なくともＭＩＭキャパシタを形成
したい領域上に開口部を有している。次に、この第一の加工レジスト６００を加工マスク
に第五の金属配線７０４表面が露出するように第二のスペーサ膜４１０、バリア絶縁膜４
０６をエッチングし、第二の開口部５０１を形成した。この第二のスペーサ膜４１０、バ
リア絶縁膜４０６に設けた第二の開口部５０１は、その平面形状が辺長１μｍの正方形で
あり、第一の開口部５００の内部に完全に内包されるように形成した。したがって、第一
の開口部５００内部には、第二のスペーサ膜４１０、バリア絶縁膜４０６に起因した段差
が生じることになり、第五の金属配線７０４上面には第二のスペーサ膜４１０とバリア絶
縁膜４０６の合計膜厚に相当する１００ｎｍの段差が生じる。ここで生じた段差が、実施
例１における段差高さに相当する（図２２（ｂ））。
【０１５４】
　次に、第一の加工レジスト６００を除去後、ＡＬＤ法で形成した膜厚１５ｎｍの酸化ハ
フニウム、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタンを形成し、リソグラフィー法を
用いてキャパシタとして作用させたい領域を被覆するように感光性有機膜からなる第二の
加工レジスト６０１を形成した。次に、この第二の加工レジスト６０１をエッチングマス
クに、不要な部分の酸化ハフニウム、窒化チタンを除去し、膜厚５０ｎｍの窒化チタンか
らなる加工された上部電極２１５、膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムからなる加工された容
量膜４０５を形成した（図２３（ａ））。
【０１５５】
　次に、第二の加工レジスト６０１を除去した後、スパッタ法で膜厚５０ｎｍのタンタル
、膜厚１００ｎｍの銅膜を形成後、電解めっき法で銅膜をさらに成長させた後、化学的機
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械研磨法を用いて第二の層間絶縁膜３０１上の余分なタンタル膜、銅膜を除去し、膜厚５
０ｎｍのタンタルからなる第三の接着層２２９、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第三の銅
層２３０から構成される第七の金属配線７０６、膜厚５０ｎｍのタンタルからなる第四の
接着層２３１、膜厚４５０ｎｍの銅膜からなる第四の銅層２３２から構成される第八の金
属配線７０７を形成した。このようにして、第五の金属配線７０４、加工された容量膜４
０５、加工された上部電極２１５、第七の金属配線７０６から構成されるＭＩＭキャパシ
タを有する半導体装置を形成することが可能となる。この実施例８では、実施例３で示し
たような平面レイアウトは示していないが、基本的には図１３に示したレイアウトに準じ
ている。ただし、第一の開口部７５５、第二の開口部７５６の寸法が実施例３とは異なっ
ている。
【０１５６】
　このようにして形成したＭＩＭキャパシタを有する半導体装置におけるＭＩＭキャパシ
タの性能と信頼度を調べた結果、実施例１に示したのと同等の容量密度、絶縁耐圧、リー
ク電流が得られ、各性能のばらつきもほぼ同等の結果が得られた。
【０１５７】
　つまり、本発明の実施例に従い、第五の金属配線を被覆するように酸化シリコンからな
る層間絶縁膜を形成した後、この第五の金属配線直上の層間絶縁膜の接続孔層に相当する
領域に対し、第五の金属配線上の層間絶縁膜に第一の開口部を形成し、次に、この第一の
開口部を被覆するように第二のスペーサ膜を形成し、前記第一の開口部に内包され、第五
の金属配線表面が露出するように第二のスペーサ膜に第二の開口部を形成した後、容量膜
、第七の金属配線を形成し、第五の金属配線、容量膜、第七の金属配線から構成されるＭ
ＩＭキャパシタを形成することにより、高い信頼度を有したまま、高い容量密度と高い容
量精度が両立可能なＭＩＭキャパシタを有する半導体装置が形成可能となる。
【０１５８】
　本実施例では、実施例３と異なり、ＭＩＭキャパシタ部分の層間絶縁膜を除去して第一
の開口部を形成した後、第二の開口部を有する第二のスペーサ膜形成を行っている。実施
例１と比較して段差高さを第二のスペーサ膜の膜厚で制御できるため、段差高さの制御性
を高めやすい長所がある。ただし、第二のスペーサ膜厚に応じて層間絶縁膜に形成した第
一開口部の間口が減少するため、実施例１の方法に比べて抵抗は増大する。
【０１５９】
　本実施例では、スペーサ膜厚を５０ｎｍ、バリア絶縁膜を５０ｎｍとしたため、段差高
さは１００ｎｍとなったが、必要に応じて段差高さを変更することが可能である。実施例
１で述べた理由により、この段差高さとしては、５０ｎｍから３００ｎｍの範囲にあるこ
とが望ましいので、合計膜厚はこの範囲が望ましい。バリア絶縁膜の膜厚は該バリア絶縁
膜のバリア性および第一の開口部５００を形成するときのエッチング選択比によって規定
される。この際、第一の開口部５００を形成するときに、第五の金属配線７０４表面が露
出しないようにエッチングを制御するのが信頼度的には望ましい。また、本実施例では、
第二のスペーサ膜とバリア絶縁膜を異なる材料で形成したが、同一の材料とすることも可
能である。
【０１６０】
　また本実施例では、第一の開口部と第二の開口部は中心が一致するようにレイアウトし
、第二の開口部の端部から２００ｎｍ離れたところに第一の開口部の端部をレイアウトし
ているが、このレイアウトも必要に応じて変更することが可能である。実施例１に述べた
理由により、端部間隔はリソグラフィー工程の合わせマージンの範囲内で狭くすることが
望ましく、また、各開口部の中心は必ずしも一致する必要はない。
また本実施例では、第二のスペーサ膜としてプラズマＣＶＤ法を用いて形成した炭化シリ
コンを用いたが、この成膜方法、材料に限定されるわけではない。これ以外の材料として
、窒化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ボロン、Ｌ
ｏｗ－ｋ材料などの絶縁材料を用いることも可能である。
【０１６１】
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　また本実施例では、第一の開口部、第二の開口部の平面的な形状を正方形としたが本実
施例の有用性はこれに限定されるものではない。正方形以外にも長方形、円形、楕円形、
三角形、ひし形、それらの組み合わせの形状でも良い。
【０１６２】
　また本実施例では、第一の開口部内にただ１つの第二の開口部を形成したが、必要に応
じて複数個の開口部を設けることも可能である。
【０１６３】
　また本実施例では、ＭＩＭキャパシタ領域と配線として使用する接続孔領域を同時に開
口しているが、実施例４に示した工程を用いることで、これらを別個に形成することも可
能である。
【０１６４】
　本実施例では、容量膜として膜厚１５ｎｍの酸化ハフニウムを用いたが、膜厚及び材料
はこれに限定されるものではない。容量膜の材料として、酸化ハフニウム以外にも、酸化
シリコン、窒化シリコン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、酸化ランタン、酸化チタン
、酸化アルミニウムなどやそれらの混合物およびそれらに窒素等が混入した化合物を用い
ることが可能である。また、ＰＺＴ、ＳＴＯ、ＢＳＴ等の強誘電材料を用いることも可能
である。さらに、この容量膜は必要に応じて積層構造とすることも可能である。
【０１６５】
　また、本実施例では、上部電極形成に、ＣＶＤ法で形成した膜厚５０ｎｍの窒化チタン
を用いているが、ここに示した以外の膜厚、材料、成膜手法を用いることも可能である。
窒化チタン以外の材料としては、タングステン、モリブデン、タンタル及びその窒化物を
主たる成分とする金属を用いることも可能である。
【０１６６】
　また本実施例では、第五、第六、第七、第八の金属配線を、タンタルと銅の組み合わせ
で形成しているが、他の材料を用いることも可能である。タンタル以外にチタン、タング
ステン、モリブデン及びその窒化物を主たる成分とする金属を用いることも可能であり、
必要に応じて積層構造の金属層を用いることも可能である。また銅膜のかわりに、アルミ
ニウムやタングステン、チタンおよびそれらの合金、化合物を用いることも可能である。
【０１６７】
　また本実施例では、第五の金属配線表面に直接容量膜を形成したが、必要に応じて銅膜
表面を他の導体材料で被覆することも可能である。たとえば、選択ＣＶＤ法や無電解めっ
き法を用いれば第五の金属配線表面に露出した銅膜表面にのみ金属を選択的に成長するこ
とも可能である。この手法を用いれば、銅が拡散しやすい容量膜材料を用いた場合でも十
分な信頼度を維持することが可能となる。
【０１６８】
　また本実施例では、第七、第八の金属配線の加工方法として、トレンチファースト型の
デュアルダマシン法を用いたが、本手法の有効性はこれに限定されるものではない。他の
デュアルダマシン法および配線溝と接続孔を独立して形成するシングルダマシン法でも同
様の効果が期待される。シングルダマシン法の場合には、接続孔形成プロセスに本実施例
を適用するのが効果的である。
【０１６９】
　また本実施例では、第一、第二の層間絶縁膜として主として酸化シリコン膜を用いた工
程を例に説明したが、この材料に限定されるわけではなく、配線の寄生容量が低減可能な
Ｌｏｗ－ｋ材料を用いることも可能である。Ｌｏｗ－ｋ材料としては、ＳｉＯＣ膜、有機
膜、およびそれらに空隙を導入したＬｏｗ－ｋ材料、フッ素含有酸化シリコン膜などを用
いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】実施例１における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図２】従来例１に基づく半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
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【図３】従来例２に基づく本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図４】実施例１における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図５】実施例１における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図６】実施例１における本発明の平面レイアウト模式図である。
【図７】ＭＩＭキャパシタにおける容量ばらつきとキャパシタ開口部の辺長との関係を示
す図である。
【図８】ＭＩＭキャパシタにおける容量ばらつきと段差高さとの関係を示す図である。
【図９】実施例２における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１０】実施例２における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１１】実施例３における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１２】実施例３における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１３】実施例３における本発明の平面レイアウト模式図である。
【図１４】実施例４における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１５】実施例４における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１６】実施例５における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１７】実施例５における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１８】実施例６における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図１９】実施例６における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図２０】実施例７における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図２１】実施例７における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図２２】実施例８における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【図２３】実施例８における本発明の半導体装置の製造工程の要部断面模式図である。
【符号の説明】
【０１７１】
１００…半導体素子が形成された基板、
２００…下部電極、
２０１…上部電極、
２０２…第一の下部電極、
２０３…第二の下部電極、
２０４…第一の上部電極、
２０５…第二の上部電極、
２０６…第一の導電性プラグに接続された金属配線、
２０７…第二導電性プラグに接続された金属配線、
２０８…第一のバリアメタル層、
２０９…第一のアルミニウム層、
２１０…第二のバリアメタル層、
２１１…第三のバリアメタル層、
２１２…第二のアルミニウム層、
２１３…第四のバリアメタル層、
２１４…上部電極膜、
２１５…加工された上部電極、
２１６…第一のバリアメタル膜、
２１７…第一のアルミニウム膜、
２１８…第二のバリアメタル膜、
２１９…第五のバリアメタル層、
２２０…第三のアルミニウム層、
２２１…第六のバリアメタル層、
２２２…第七のバリアメタル層、
２２３…第四のアルミニウム層、
２２４…第八のバリアメタル層、
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２２５…第一の接着層、
２２６…第一の銅層、
２２７…第二の接着層、
２２８…第二の銅層、
２２９…第三の接着層、
２３０…第三の銅層、
２３１…第四の接着層、
２３２…第四の銅層、
２３３…第五の接着層、
２３４…第五の銅層、
２５０…導電性プラグ、
２５１…第一の導電性プラグ、
２５２…第二の導電性プラグ、
３００…第一の層間絶縁膜、
３０１…第二の層間絶縁膜、
３０２…第三の層間絶縁膜、
４００…第一の容量膜、
４０１…加工された第一の容量膜、
４０２…加工された第二の容量膜
４０３…加工された第三の容量膜
４０４…容量膜、
４０５…加工された容量膜、
４０６…バリア絶縁膜、
４０７…エッチ停止膜、
４０８…第二のエッチ停止膜、
４０９…スペーサ絶縁膜、
４１０…第二のスペーサ絶縁膜、
５００…第一の開口部、
５０１…第二の開口部、
５０２…第三の開口部、
５０３…第四の開口部、
６００…第一の加工レジスト、
６０１…第二の加工レジスト、
６０２…第三の加工レジスト、
６０３…第四の加工レジスト
７００…第一の金属配線、
７０１…第二の金属配線、
７０２…第三の金属配線、
７０３…第四の金属配線、
７０４…第五の金属配線、
７０５…第六の金属配線、
７０６…第七の金属配線、
７０７…第八の金属配線、
７５０…第一の金属配線、
７５１…第二の金属配線、
７５２…第三の金属配線、
７５３…第四の金属配線、
７５４…ＭＩＭキャパシタの容量膜、
７５５…第一の開口部、
７５６…第二の開口部、



(29) JP 4972349 B2 2012.7.11

７５７…第三の開口部、
７５８…第四の開口部、
７５９…第五の金属配線、
７６０…第六の金属配線、
７６１…第七の金属配線、
７６２…第八の金属配線。
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